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沖縄県医師会

関係各位

 移植希望者(レシピエント)選択基準関連通知の一部訂正について

 日頃より、本県の移植医療の推進におきまして、・ご理解とご協力を賜り感謝
 申し上げます。

 標記につきまして、厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長より通知

 がありますので送付致します

 貴機関内で周知を図られますよう、よろしくぉ願いいたします。

 沖縄県福祉保健部国保・健康増進課長

 (公印省略)

事務連絡

 平成23年3月 1日
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担当  国保・健康増進課

 Tel: 866・2209

Mail

地域保健班宮里

 Fax : 866・2289
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 衛生主管部(局)長殿

 臓器の移植希望者(レシピエント)の選択につきましては、「臓器提供者 Uごナー)適応
 基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月 16日付け健医
 発第1371号。以下「基準通知」という。)により実施されているところです。

 先般、「移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について」(平成22年10月

 15日健発1015第4号)により、基準通知の一部改正を行ったところですが、当該通

 知の参考2のうち、心肺伺時移植希望者(レシビエント)選択基準に係る改正部分に一部
 誤りがありましたので、訂正しました。

 上記について、別添のとおり社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長あて通知しまし

 たので、御了知願うとともに、貴管内の医療機関等に対する周知にっきまして御配慮願い

 移植希望者(レシビエント)選択基準関連通知の一部訂正にっいて

事務連

 平成23年2月
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厚生労働省健康局疾病対策課

臓器移植対策室長
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適合条件

 住) AB0式血液型

 AB0式血液型の一致 ade此ioaD 及び適合(com那Ubl.)の待機者を候補者と
 する。

 心肺同時移植希望者(レシピエント)選択基準

 (2)体重(サイズ)

 体重差は一20%~30%であることが望ましい。
 ただし、移植希望者(レシピエント)が小児である場合は、この限りでない。

 (3)肺の大きさ

 肺の大きさは臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエントの年齢区分に六
 じ、,下言己の方法で評価する。

 1)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)の年齢がいずれも
 18歳以上の場合

 (予測VCD注゜/予測VCR注の一 1)×100 の値(%)で判断する。
 ①片肺移植の場合 -30~30%

 ②両肺移植の場合 -30~30%

 注1)予測VCD :臓器提供者(ドナー)の予測肺活量
 注2)予測VCR :.移植希望者(レジビエント)の予測肺活量
 予測肺活量の計算式

 (男性)予測肺活量(L)=0.045X身長(om).-0.0器X年齢一2.258
 (女性)予唄明市活量(L)=0.032X身長(om)-0.018X年齢一1.178

参考

-12%~15%

-12%~12%

 2)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)がいずれも18歳未満
 の場合

 (臓器提供者(ドナー)の身長/移植希望者(レシピエント)の身長一1)×100
 の値(%)で判断する。
 ①片肺移植の場合
 ②両肺移植の揚合

 3)臓器提供者(ドナー)及び移植希望者(レシピエント)の年齢がD 又は2)
 の場合に該当しない場合

 (臓器提供者(ドナー)の身長/移植希望者(レシピエント)の身長一1)×100
 の値(%)で判断する。



 (4)前感作抗体
 ジンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスヤッチテスト)を実施し、抗T細胞抗

 体が陰性であることを確認する。
 パネルテストが陰性の場合、りンパ球直接交差試験(ダイレクト・クロスマッチテ

 スト)は省略することができる。

 片肺移植の場合

 両肺移植の場合

 (5) CMV抗体
 CMV抗体陰性の移植希望者(レシピエント)、に.対しては、 CMV抗体陰性の臓

 器提供者(ドナー)・が望ましい。

-12%~15%

-12%~12%

 (6) HLA型
 当面、選択基準にしないが、必ず検査し、登録する。

 (フ)虚血許容時間
 臓器提供者.(ドナー).の.心明市を摘出してから4時間以内に血流再開することが望ま

 しい。

 2.優先順位

 適合条件に合致する移植希望者(レシピエント)が複数存在する場合には、優先順位は、
 以下の順に勘案して決定する。

 住)親族
 臓器の移稙に関する法律第6条の2の規定に基づき、親族に対'し臓器を優先的に提

 供する意思が表示されていた場合には、当該親族を優先する。

 (2)心臓移植希望者(レシピエント)選択基準で選ぱれた移植希望者(レシビエント)
 が心肺同時移植の待機者である場合であって、かつ、臓器提供者(ドナー),から心臓
 及び両肺の提供があ'つた場合には、当該待機者が肺移植待機りストで下位であっても、
 当該待機者に優先的に心臓及び両肺を同時に配分する。ただし、肺移植待機りストで
 選択された移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族の場合はとの限りでない。

 (3)肺移植希望者(レシピエント)選択基準で選ばれた移植希望者(レシピエント)が
 心肺同時移植の待機者である場合であって、かつ、臓器提供者'(ドナー)から心臓及
 び両肺の提供があった場合には、当該待機者が心臓移植待機りストで下位であづても、
 当該待機者に優先的に心臓及び両肺を同時に配分する。ただし、心朧移植待機りスト

 1、、

①
②



 で選択された移植希望者(レシピエント)が優先すべき親族の場合はとの限りでない。

 (4)心臓移植希望者(レシピエント)選択基準及び肺移植希望者(レシピエント)選択
 基準で選択された待機者が別人であり、共に心肺同時移植の待機者である場△であっ
 て、かつ、臓器提供者から心臓及び両肺の提供があった場合には、

 ① AB0式血液型の一致(idonticoDする者を適合(C伽皿tiblo).する者より優先
 し、

 ②①の条件が同一の移植希望者(レシビエント)が複数存在する場△は、心臓彩
 植希望者(レシピエント)選択基準における医学的緊急度の高い者を優先し、

 ③①②の条件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在する場△には、心
 臓移植希望者(レシピエント)選択基準の医学的緊急度 St航US1の待機期門が
 長い者を優先し、

 ④①~③の条件が同一の移植希望者(レシピエント)が複数存在する炉厶には、
 登録日からの延ベ日数の長い者を優先する。

 (5)心臓又は肺の移植希望者(レシピエント)において、第1順位として選択された移
 植希望者(レシピエント)が心肺同時移植の待機者であっても、臓器提供者(ドナー)
 から心臓及び両肺の提供を受けられない場合は、心臓又は肺の単独移植希望者(レシ
 ピエント)のうちで最も優先順位が高いものを選択する。
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 その他

 (1)臓器提供者(ドナー)又は移植希望者(レシピエント)が6歳以上18.歳未満
 の場合、その予測肺活量にっいては、以下の計算式を参考,にすることができる。

 予測肺活量の計算式(6歳以上18歳末満の場合)
 (男性)予測肺活量(L)=2.10870.12能X年齢十0.00819X年齢.-3.118

 X身長(m)・+2.553X身長(m).
 (女性)予担明市活量(D =1. M2-0.00168X年齢.-2.374X身長(m)十

 2.116X身長(m).

 (2)医学的な理由により心臓移植希望者(レシピエント)選択基準における医冉的
 緊急度が St飢US3になった場合、肺移植希望者(レシビエント)の待機りストを
 「待機加active」とする。



 (附則)

 1.心肺同時移植希望者(レシピエント)は、'心臓移植希望者(レシピエント)のりスト

 及び肺移植希望者.(,レシピエント)のりストの両方に登録される。

 2.心肺同時移植希望者(レシピエント)の,心臓又は肺に係る待機期間については、既に
 心臓移植希望者.(レシビエント)又は肺移植希望者(レシピエント)のりストに登録さ
 れている患者が術式を心肺同時移植に変更する場合には、心臓又は肺のうち、既に登録

 されているりストに係る待機日数は変更前の当該日数を含めて計算することとし、新規

 に登録されたりストに係る待機日数は新規に登録した以後の日数を計算することとす

 る。

 3.基.準全般については、今後の移植医療の定着及び移植実績の評価等を踏まえ、適宜見

 直すこととする。



 1.概要

 0 移植希望者(レシピエント)の容態が落ち着いており、当面の間、移植を受ける意甲
 がない場合に、件ガ日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)に
 その旨を事前に報告しておき、一時的に臓器あっせんの対象から除外する。

 待機 inactive 制度にっいて

 2.具体的な手順

 0 患者と主治医との話し合いの結果、移植希望者(レシピエント)に当面の間移植を
 受ける意思がないととが確認された場合、各移植施設のネットワーク登録医師から 、

 ネットワークへ書面により連絡する。

 0 ネツトワークは、移植施設に対して、当該移植希望者(レシピエント)を「待機
 血acti如制度」の対象とした旨の連絡を行う。

 0 また、移植希望者(レシピエント)が再度移植を希望した場合各移植施設のネッ
 トワーク登録医師から、ネヅトワークへ書面により連絡する。

 0 この場合にっいても、ネットワ'クは、移植施設に対して、当該移植希望者(レシ
 ピエント)を「待機血acti鴨制度」の対象から外した旨の連絡を行う。

 0 なお、「待機 inacuv0 制度」を利用している期間も、移植希望者(レシビエント)
 の待機期間の対象となる。


